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５ 不当労働行為の審査の流れ 

救 済 申 立 て

 不当労働行為のあった日から、原則として1年以内に申立て 

なければなりません。 

審

査

調  査

 (非 公 開） 

 当事者双方から事情を聴取し、主張･争点の整理 

をしたり審問の予定を立てたりします。 

審  問

 (原則公開） 
 不当労働行為の事実の有無を調べるため、公開 
の審問廷において当事者双方が出席し、証人尋問 
等を行います。 

合   議

 公益委員会議において事実を認定し、不当労働行為に該当す 

るかどうかを合議します。 

判   定
 使用者の行為が不当労働行為であると判定された場合には、 
使用者に是正するよう救済命令が出ます。 
 不当労働行為ではないと判定された場合には、棄却命令が出 
ます。 
 申立てが一定の要件を備えていないと判定された場合には、 
却下決定が出ます。 

交  付

和解・取下げ 命令書又は決定書の写しを交付 

します。 

（注意）１ 申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも申立てを取り下げることができます。  

    ２ 話合いの機運が高まったときには、適宜和解を勧めます。  

    ３ 命令に不服がある場合には、中央労働委員会に再審査の申立てをするか、又は、裁判所に命令の取消訴 

     訟を提起することができます。    

    ４ 労働組合法第27条の18に規定する審査の期間の目標について、当委員会では、1年半以内のできるだけ 

     短い期間としています。 


